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☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。

〈世相〉大谷翔平が現地日時 9 月 19 日の試合で 3HR・2 盗塁を記録し、シーズン 51HR・51 盗塁に到達。メジャー初の 50・50 以上を達成。
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《 予　定　表 》
10/ ５・6（土日）全国業者青年交流会 in 花巻温泉
10/10（木）無料法律相談（要予約）13:30 ～
10/10（木）常任理事会 19:00 ～

最低賃金 10 月から変更
　各都道府県ごとの最
低賃金が 10 月から順
次改定され、埼玉県は
50 円上がり 1,078 円に
なりました。
　もっとも値上げ幅が
大きかったのは徳島県
で、前年より 84 円もアップしました。
率にして 9%以上の上昇です。
　全国加重平均※は 1,055 円となり、
前年度から 41 円アップしました。
※単純平均ではなく労働人口を反映させて算出した平均額。
全国加重平均を超えている都府県は 7 つしかなく、労働人
口が一部の地域に偏っていることが分かる。

都道府県別 最低賃金 改定一覧表（2024 年 10月 1日～）

都道府県名 改定額（改定前） 都道府県名 改定額（改定前）

北海道 1,010（960） 滋　賀 1,017（967）

青　森 953（898） 京　都 1,058（1,008）

岩　手 952（893） 大　阪 1,114（1,064）

宮　城 973（923) 兵　庫 1,052（1,001）

秋　田 951（897） 奈　良 986（936）

山　形 955（900） 和歌山 980（929）

福　島 955（900） 鳥　取 957（900）

茨　城 1,005（953） 島　根 962（904）

栃　木 1,004（954） 岡　山 982（932）

群　馬 985（935） 広　島 1,020（970）

埼　玉 1,078（1,028） 山　口 979（928）

千　葉 1,076（1,026） 徳　島 980（896）

東　京 1,163（1,113） 香　川 970（918）

神奈川 1,162（1,112） 愛　媛 956（897）

新　潟 985（931） 高　知 952（897）

富　山 998（948） 福　岡 992（941）

石　川 984（933） 佐　賀 956（900）

福　井 984（931） 長　崎 953（898）

山　梨 988（938） 熊　本 952（898）

長　野 998（948） 大　分 954（899）

岐　阜 1,001（950） 宮　崎 952（897）

静　岡 1,034（984） 鹿児島 953（897）

愛　知 1,077（1,027） 沖　縄 952（896）

三　重 1,023（973) 全国加重平均 1,055（1,004）

2024年10月1日から

埼玉県の最低賃金
時間額1,078円
使用者も従業員も、

今一度確認を！

年　度 最賃時間額 前年差額

（R6)2024 年度 1,078 円 +50 円

（R5)2023 年度 1,028 円 +41 円

（R4)2022 年度 　987 円 +31 円

（R3)2021 年度 　956 円 +28 円

（R2)2020 年度 　928 円  +2 円

（R1)2019 年度 　926 円 +28 円

（H30)2018 年度 　898 円 +27 円

（H29)2017 年度 　871 円 +26 円

（H28)2016 年度 　845 円 +25 円

（H27)2015 年度 　820 円 +18 円

（H26)2014 年度 　802 円 +17 円

（H25)2013 年度 　785 円 +14 円

（H24)2012 年度 　771 円 +12 円

（H23)2011 年度 　759 円  +9 円

（H22)2010 年度 　750 円 +15 円

（H21)2009 年度 　735 円 +13 円

（H20)2008 年度 　722 円 +20 円

（H19)2007 年度 　702 円 +15 円

年　度 最賃時間額 前年差額

（H18)2006 年度 　687 円  +5 円

（H17)2005 年度 　682 円  +3 円

（H16)2004 年度 　679 円  +1 円

（H15)2003 年度 　678 円   0 円

（H14)2002 年度 　678 円  +1 円

（H13)2001 年度 　677 円  +4 円

（H12)2000 年度 　673 円  +4 円

（H11)1999 年度 　669 円  +5 円

（H10)1998 年度 　664 円 +12 円

（H9)1997 年度 　652 円 +14 円

（H8)1996 年度 　638 円 +13 円

（H7)1995 年度 　625 円 +14 円

（H6)1994 年度 　611 円 +16 円

（H5)1993 年度 　595 円 +18 円

（H4)1992 年度 　577 円 +24 円

（H3)1991 年度 　553 円 +26 円

（H2)1990 年度 　527 円 +24 円

（H1)1989 年度 　503 円 +19 円

埼玉県の最低賃金 推移


